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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークチューナが受信した放送信号をネットワークを介してクライアント装置へ
配信する放送受信配信システムであって、
　クライアント装置が複数のネットワークチューナの選局と配信の状況に基づいて、利用
可能なネットワークチューナを決定する決定手段と、
　前記クライアント装置が前記決定手段により決定されたネットワークチューナに対して
放送信号の選局を要求する要求手段と、
　前記決定されたネットワークチューナが前記要求手段により要求された前記放送信号の
選局を行い、当該選局された放送信号を前記クライアント装置に配信する配信手段と、
　前記クライアント装置が前記配信手段により配信された前記放送信号を受信する受信手
段と、
　を有することを特徴とする放送受信配信システム。
【請求項２】
　前記複数のネットワークチューナを管理する管理サーバが前記ネットワークに接続され
、前記決定手段は、前記管理サーバが収集した前記複数のネットワークチューナの選局と
配信の状況に基づいて前記選局を要求するネットワークチューナを決定することを特徴と
する請求項１に記載の放送受信配信システム。
【請求項３】
　前記複数のネットワークチューナの選局と配信の状況には、録画予約や配信予約の状況
も含まれることを特徴とする請求項１又は２に記載の放送受信配信システム。
【請求項４】
　前記クライアント装置は、前記複数のネットワークチューナの選局と配信の状況を番組
表として生成する生成手段と、
　前記生成手段によって生成された番組表を表示する表示手段とを更に有することを特徴
とする請求項１乃至３の何れか１項に記載の放送受信配信システム。
【請求項５】
　前記番組表には、前記複数のネットワークチューナが配信可能な放送番組ストリームの
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数が表示されることを特徴とする請求項４に記載の放送受信配信システム。
【請求項６】
　前記複数のネットワークチューナは、ネットワークの帯域容量に応じて、前記受信した
放送信号の解像度を変換する手段を有し、
　前記番組表には、解像度別に前記複数のネットワークチューナが配信可能な放送番組ス
トリームの数が表示されることを特徴とする請求項４に記載の放送受信配信システム。
【請求項７】
　前記ネットワークの輻輳状態を監視する監視装置が、該輻輳状態に応じて前記放送番組
ストリームの数を表示することを特徴とする請求項６に記載の放送受信配信システム。
【請求項８】
　ネットワークチューナが受信した放送信号をネットワークを介してクライアント装置へ
配信する放送受信配信システムにおけるクライアント装置であって、
　複数のネットワークチューナの選局と配信の状況に基づいて、利用可能なネットワーク
チューナを決定する決定手段と、
　前記決定手段によって決定されたネットワークチューナに対して放送信号の選局を要求
する要求手段と、
　前記要求手段の要求に応じて、前記決定されたネットワークチューナで選局され、配信
された前記放送信号を受信する受信手段と、
　を有することを特徴とするクライアント装置。
【請求項９】
　ネットワークチューナが受信した放送信号をネットワークを介してクライアント装置へ
配信する放送受信配信システムにおけるクライアント装置の処理方法であって、
　決定手段が、複数のネットワークチューナの選局と配信の状況に基づいて、利用可能な
ネットワークチューナを決定する決定工程と、
　要求手段が、前記決定工程において決定されたネットワークチューナに対して放送信号
の選局を要求する要求工程と、
　受信手段が、前記要求工程での要求に応じて前記決定されたネットワークチューナで選
局され、配信された前記放送信号を受信する受信工程と、
　を有することを特徴とするクライアント装置の処理方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載のクライアント装置の制御方法をコンピュータに実行させるためのプロ
グラム。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
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